
商工観光労働企業委員会会議記録 
 
                      商工観光労働企業委員長 木付 親次   
 
１ 日 時 

   令和６年４月１９日（金） 午後２時００分から 
                午後４時２８分まで 
 
２ 場 所 

   第６委員会室 
 
３ 出席した委員の氏名 

   木付親次、今吉次郎、穴見憲昭、元吉俊博、吉村尚久、吉村哲彦、末宗秀雄 
 
４ 欠席した委員の氏名 

   な し 
 
５ 出席した委員外議員の氏名 

      小川克己、佐藤之則 
 
６ 出席した執行部関係者の職・氏名 

   商工観光労働部長 利光秀方、労働委員会事務局長 一丸淳司、 
企業局長  高野信一 ほか関係者 

 
７ 会議に付した事件の件名 

   別紙次第のとおり 
 
８ 会議の概要及び結果 

（１）令和６年度行政組織及び重点事業等について、執行部から説明を受けた。 

（２）企業誘致の状況について、男性の育児休業取得率について及び福岡・大分デスティネー

ションキャンペーンのオープニング等についてなど、執行部から報告を受けた。 
（３）県外所管事務調査について、日程及び調査地を決定した。 

 
９ その他必要な事項 

   な し 
 
１０ 担当書記 

   議事課委員会班    主査 飛鷹真典 
   政策調査課政策法務班 主査 稲垣俊和 



商工観光労働企業委員会次第 
 
                                          日時：令和６年４月１９日（金）１４：００～ 

              場所：第６委員会室 

 
１ 開  会 

 
 
２ 商工観光労働部関係                     １４：００～１５：３０ 

（１）令和６年度行政組織及び重点事業等について 

（２）諸般の報告 

   ①企業誘致の状況について 

   ②男性の育児休業取得率について 

   ③ダイハツ工業の不正事案への対応について 

   ④宇宙港について 

   ⑤第５期ツーリズム戦略の改定について 

   ⑥福岡・大分デスティネーションキャンペーンのオープニング等について 

⑦補助金不正受給事案について 

（３）その他 

 
 
３ 企業局関係                         １５：３０～１６：００ 

（１）令和６年度行政組織及び重点事業等について 

（２）その他 

 

 

４ 労働委員会関係                       １６：００～１６：３０ 

（１）令和６年度行政組織及び重点事業等について 

（２）その他 

 

 

５ 協議事項                          １６：３０～１６：４０ 

（１）県外所管事務調査について 

（２）その他 

 

 

６ 閉  会 
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別 紙 

会議の概要及び結果 

木付委員長 ただいまから、商工観光労働企業

委員会を開きます。 

 これより、商工観光労働部関係の説明に入り

ます。 

 説明に入る前に、本日は初めての委員会でも

あるので、まず私から御挨拶を申し上げます。 

  〔委員長挨拶〕 

木付委員長 それでは、委員の皆さんの自己紹

介をお願いします。 

  〔委員自己紹介〕 

木付委員長 また、本日は委員外議員として小

川議員、佐藤議員に出席いただいています。 

次に、事務局職員を紹介します。 

 議事課の飛鷹君です。（起立挨拶） 

 政策調査課の稲垣君です。（起立挨拶） 

 続いて、執行部の自己紹介をお願いします。 

  〔商工観光労働部長挨拶〕 

  〔幹部職員自己紹介〕 

木付委員長 ここで、商工観光労働部関係の説

明に入る前に委員外議員の発言について、委員

の皆さんにお諮りします。 

 委員外議員からの発言の申出については会議

規則により、委員会がそれを許すか否かを決め

ると定められていますが、議事の円滑な運営の

ため、本日の委員会以降、委員の皆様から特に

御異議が出た場合を除き、その発言を許すか否

かについては委員長に御一任いただきたいと思

いますが、よろしいでしょうか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

木付委員長 御異議がないので、委員外議員の

発言の許可については委員長に御一任いただき

ます。 

また、委員外議員の方にお願いします。 

発言を希望する場合は、委員の質疑の終了後

に挙手し、私から指名を受けた後、長時間にわ

たらないよう要点を簡潔に御発言願います。 

 なお、進行状況を勘案しながら進めるので、

委員外議員の皆さんはあらかじめ御了承願いま

す。 

 それでは、令和６年度行政組織及び重点事業

等について、執行部の説明を求めます。 

利光商工観光労働部長 はじめに、１７日２３

時１４分頃に発生した豊後水道を震源とする地

震について御報告します。県では、災害警戒本

部を発生直後に立ち上げ、被害情報の収集に努

めました。現在のところ、幸いにも当部に関係

する大きな被害の報告は受けていません。 

それでは、商工観光労働部の行政組織及び重

点事業等について御説明します。お手元のタブ

レット資料３ページをお開きください。 

商工観光労働部は、商工観光労働企画課をは

じめとする１局９課３室、産業科学技術センタ

ーをはじめとする６地方機関で構成されていま

す。職員数は本庁１６３人、地方機関１２８人

の合計２９１人です。 

続いて、商工観光労働部の予算の全体像につ

いて御説明します。 

４ページを御覧ください。予算の概要につい

て御説明します。 

表の左から２列目、令和６年度当初予算額（

Ａ）欄を御覧ください。商工観光労働部の一般

会計予算は、人件費２１億６，４０７万９千円、

事業費７８１億８８１万４千円、合計８０２億

７，２８９万３千円です。右隣の令和５年度７

月現計予算額（Ｂ）欄と比較すると１５１億２，

８８１万３千円の減となっています。主な要因

としては、県内中小企業の資金繰りを支援する

県制度資金の貸付原資の預託等を行う中小企業

金融対策費が、利用先の償還が進んだことによ

り１１０億９，３２５万８千円の減額となった

ことによるものなどです。特別会計予算として

は、中小企業設備導入資金特別会計で４，７８

０万円、流通業務団地造成事業特別会計で１億

７，９２０万３千円を措置しています。 

以上で私からの説明は終わりますが、各課室

の組織、重点事業及び予算については各課室長

から説明するのでよろしくお願いします。 

遠山商工観光労働企画課長 商工観光労働企画
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課について御説明します。 

５ページを御覧ください。 

組織ですが、総務班、企画管理班、商工団体

班で構成しており、利光部長、岩尾審議監を含

めて職員数は１９人です。 

７ページを御覧ください。 

重点事項については、小規模事業者の持続的

な発展に向けた商工団体の支援体制の構築や中

央会による組合育成指導の推進などに取り組ん

でいます。 

次に、予算の主なものについて御説明します。

８ぺージを御覧ください。 

まず、令和６年度一般会計当初予算の事業名

欄の上から３番目、小規模事業支援事業費１３

億９，６０１万円は、商工会・商工会議所が小

規模事業者に対して行う相談や経営革新、創業

の支援など経営改善普及事業に要する経費を措

置するものです。地域の購買力の低下や経営者

の高齢化、人手不足などの新たな課題、多様な

ニーズなどに的確に対応できるよう、これまで

経営指導員の増員等、商工団体の体制強化を行

ってきました。引き続き、優良事例の表彰や商

工会議所の人事交流などを通じて経営指導員等

の資質向上に取り組むとともに、事業者に寄り

添った支援を行います。 

井上経営創造・金融課長 経営創造・金融課の

概要について御説明します。 

 ９ページを御覧ください。 

 組織ですが、経営革新班、経営創造班、金融

・再生支援班の３班で構成しており、職員数は

１５人です。 

 １１ページを御覧ください。 

重点事項については、中小企業金融対策の推

進や事業承継の支援と事業継続力の強化、創業

の促進などに取り組んでいます。 

 次に、予算の主なものについて御説明します。

１２ページを御覧ください。 

まず、事業名欄の一番下、おおいたクリエイ

ティブ活用促進事業費１，８７５万７千円は、

県内中小企業の商品・サービスの付加価値向上

を図るため、人材育成や県内クリエイターとの

マッチング等を促進するとともに、中小企業が

行う商品開発等を支援するものです。具体的に

は、中小企業とつながりが深い商工団体や金融

機関などの支援機関を対象としたクリエイティ

ブの重要性や成功事例等を紹介するセミナー、

県内企業とクリエイターの協働を促進するワー

クショップやマッチングイベント、商品やサー

ビスの開発への補助金等の支援を行うことで優

良事例の創出及び中小企業の競争力強化を図る

ものです。また、今年度末に本事業で支援した

企業経営者やクリエイターによる成果発表など

を行うイベントを開催する予定です。 

１５ページを御覧ください。 

令和６年度中小企業設備導入資金特別会計に

ついて御説明します。中小企業設備導入資金特

別会計は、中小企業者が連携・共同して経営基

盤の強化に取り組む事業に対し融資を行う高度

化資金の貸付事業に係るものです。本特別会計

の本年度の予算額は４，７８０万円です。 

主な内訳ですが、事業名欄の一番上、高度化

資金貸付金１，４４９万３千円は、中小企業者

の集団化、共同化など、高度化事業を進めるた

めの資金を融資するものです。具体的には、九

州各県のガス会社で構成される事業協同組合が

地震対策として耐震性の高いガス管に取り替え

る事業に対し、その事業費の一部を貸し付ける

ものです。 

 次に、その下の償還金３２万８千円及びその

下の繰出金２，９５２万６千円は、高度化資金

の貸付先である事業者からの償還金について、

独立行政法人中小企業基盤整備機構への償還及

び県の一般会計への繰出しを行うものです。 

金子工業振興課長 工業振興課について御説明

します。 

１６ページを御覧ください。 

組織ですが、管理・環境班、工業支援班、産

業集積推進班の３班で構成しており、職員数は

大分県産業創造機構への業務援助を含め１９人

です。 

１８ページを御覧ください。 

重点事項ですが、半導体や自動車関連産業、

食品産業といった本県に集積する産業の振興ほ

か、大分コンビナートのカーボンニュートラル
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と持続的発展の両立を目指すグリーン・コンビ

ナートおおいたの実現に取り組んでいます。 

２０ページを御覧ください。 

予算についてです。事業名欄の上から３番目、

グリーン・コンビナートおおいた創出事業費１

億３，５６０万６千円です。この事業は、本年

１月に産学官連携で取りまとめたグリーン・コ

ンビナートおおいた推進構想の実現に向け、水

素の供給・利活用やカーボンリサイクルなどに

関する企業間連携プロジェクトを促進すべく、

民間実施の実証事業などに対し助成するもので

す。また、企業立地促進事業費補助の新たなメ

ニューとして、二酸化炭素の多排出事業者等の

脱炭素化を支援するＧＸ投資促進補助金を創設

したところであり、水素の供給や二酸化炭素の

利活用等に資する設備整備等が完了した後、補

助率３分の１で１０億円を上限に助成したいと

考えています。この制度をコンビナート企業等

へ積極的にＰＲしながら、脱炭素化に向けた大

規模投資を本県に呼び込みます。 

市原新産業振興室長 新産業振興室について御

説明します。 

２２ページを御覧ください。 

組織ですが、新産業・技術振興班、次世代エ

ネルギー・医療機器産業班の２班で構成してお

り、職員数は１２人です。 

２３ページを御覧ください。 

所管する地方機関の産業科学技術センターは、

大分県産業創造機構への業務援助を含め職員数

５８人です。 

２５ページを御覧ください。 

重点事項については、ドローンの社会実装促

進や次世代エネルギー・医療関連機器産業の振

興などに取り組んでいます。 

次に、予算の主なものについて御説明します。 

２６ページを御覧ください。 

事業名欄の一番上、ドローン産業振興事業費

９，３７７万３千円です。この事業は、地域課

題の解決や新たな産業分野としてのドローン産

業の振興のため、大分県ドローン協議会を通じ

て開発支援等を行うとともに、地域での実装を

加速化するためのドローン物流の事業化やドロ

ーンビジネスの定着と活性化のため事業者のシ

ーズと利用者のニーズをマッチングするドロー

ンビジネスプラットフォームの活性化等を支援

するものです。 

続いて、事業名欄の下から２番目、エネルギ

ー関連産業成長促進事業費２億４，８５９万４

千円です。この事業は、県内のエネルギー関連

企業や行政機関等で構成する大分県エネルギー

産業企業会を中心に、研究開発から人材育成、

販路開拓までを切れ目なく支援し、県内エネル

ギー関連産業の成長を促進するものです。 

大和ＤＸ推進課長 ＤＸ推進課について御説明

します。 

２９ページを御覧ください。 

組織ですが、ＤＸ推進班の１班で構成してお

り、職員数は公益財団法人ハイパーネットワー

ク社会研究所への業務援助を含めて７人です。 

３０ページを御覧ください。 

重点事項については、民間事業者等のデジタ

ルトランスフォーメーションの推進や、そのた

めの環境整備・人材育成に取り組んでいます。 

次に、予算の主なものについて御説明します。 

３２ページを御覧ください。 

事業名欄の一番上、中小企業等ＤＸ促進事業

費１，９８１万８千円です。この事業は、生産

性向上に向けて、データに基づく経営を行う中

小企業の創出を推進するため、データ経営の普

及に向けた支援人材の育成を図るとともに、Ｄ

Ｘの支援事業者と中小企業との交流を促進する

ものです。具体的には、中小企業へのＤＸ導入

を支援する経営指導員等を対象に、データ経営

の助言を行う伴走支援力を身に付けるため、座

学と実地を組み合わせたＯＪＴ研修の実施や企

業間のマッチングにつなげるためのセミナー等

を通じて、企業間交流を促進します。 

 続いて、事業名欄の上から２番目、おおいた

ＤＸ推進事業費２，１５７万４千円です。この

事業は、民間におけるＤＸの取組を下支えする

ため、データ等の利活用に向けた環境整備とデ

ータを利活用できる人材を育成するものです。 

具体的には、オープンデータの有用性を広く周

知し、利活用しやすい形でのデータ提供を促進
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するとともに、様々なデータを集積・活用する

ためのデータ連係の推進や、高校生向けの出前

授業、社会人向けのＡＩ、ビッグデータ活用セ

ミナー等を実施します。また、本県のＤＸ施策

を加速するため、専門的知見を持つ外部の副業

人材をアドバイザーとして活用します。 

加来先端技術挑戦課長 先端技術挑戦課につい

て御説明します。 

 ３３ページを御覧ください。 

組織ですが、先端技術挑戦班、宇宙開発振興

班の２班で構成しており、職員数は１０人です。 

 ３４ページを御覧ください。 

重点事項については、先端技術を活用した新

産業の創出と地域課題の解決、大分空港の宇宙

港としての利活用等に取り組んでいます。 

次に、予算の主なものについて御説明します。 

３５ページをお開きください。 

事業名欄の上から２番目、先端技術挑戦プロ

ジェクト産学連携創出支援事業費５，４０４万

３千円です。この事業は、ロボットやＡＩなど

を活用した新産業創出や地域課題の解決を図る

ため、先端技術研究会を新たに立ち上げ、先端

技術の動向や今後のビジネス展開等について戦

略的に調査するとともに、産学連携した先進的

プロジェクトに挑戦する県内企業を支援するも

のです。 

続いてその下、次世代空モビリティ産業促進

事業費５，４４０万円です。この事業は、今後

の成長が期待される次世代空モビリティ産業の

振興を図るため、国内外の開発動向など各種情

報を収集するとともに、参入に挑戦しようとす

る県内企業を支援するものです。 

最後に、事業名欄の５番目、宇宙関連産業創

出事業費６，８６０万円です。この事業は、大

分空港における水平型宇宙港の実現を図るため、

必要となる調査や調整を進めるとともに、県内

の宇宙関連産業の創出・振興を推進していくも

のです。こうした先端技術を活用した取組によ

り、県内経済、産業の振興を図ります。 

一丸商業・サービス業振興課長 商業・サービ

ス業振興課について御説明します。 

 ３６ページを御覧ください。 

 組織ですが、商業・サービス業支援班、貿易

・物産・フラッグショップ班の２班で構成して

おり、職員数は１２人です。このほか中国本土、

香港、台湾を活動範囲として本県の物産・観光

の情報発信及び県内企業のビジネス展開を支援

するため、日中経済協会の上海事務所に派遣す

る職員が１人で、職員数は合計で１３人です。 

 ３８ページを御覧ください。 

 重点事項については、（１）商業の振興と地

域経済の活性化や、（２）海外における販路の

開拓・拡大などに取り組んでいます。 

 次に、予算の主なものについて御説明します。

４０ページを御覧ください。 

事業名欄の下から２番目、県産加工食品海外

展開サポート事業費６，１７０万８千円です。

本事業は、県内中小事業者が製造する加工食品

の輸出を促進するため、ジェトロ大分や大分県

貿易協会等の関係団体と連携し、海外展開の各

段階に応じた切れ目ない支援を実施するもので

す。具体的には、事業者の経営方針の明確化か

ら海外事業計画の作成、市場調査、商談及びマ

ッチングなど各段階においてアドバイスを行う

とともに、国・地域別のバイヤー商談会の実施、

海外展開経費への助成等を行うなど、海外展開

をワンストップで支援します。また、県内の加

工食品輸出高の約６割を占める酒類のさらなる

販路開拓に向け九州各県と連携し、米国や香港

で大分県産酒のプロモーションを実施します。 

小野企業立地推進課長 企業立地推進課につい

て御説明します。 

 ４１ページを御覧ください。 

 組織ですが、企業誘致班及び立地基盤整備班

の２班で構成しています。１２人の課員と東京

事務所、大阪事務所並びに福岡事務所の担当職

員と一体となって、企業誘致に積極的に取り組

みます。 

 ４２ページを御覧ください。 

 重点事項については、企業誘致の推進に取り

組んでいます。 

 次に、予算の主なものについて御説明します。

４３ページを御覧ください。 

 事業名欄の上から４番目、企業立地促進事業
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費１６億７，２７３万６千円です。本事業は、

誘致企業に対して投資額と雇用人数に応じた補

助を行うものです。後ほど諸般の報告で詳しく

御説明しますが、令和５年度の本県における企

業誘致件数は６０件となりました。今後も刻一

刻と変化する社会・経済状況に留意しつつ、戦

略的な誘致活動を行い、これまで立地が進んで

いなかった地域も含め、地方創生の実現に向け

た企業誘致を進めます。 

次にその下、工業団地開発推進事業費１０億

５，１８４万２千円です。本事業は、企業立地

を促進するため市町村等と連携して工業団地の

整備を促進するものです。不足する産業用地を

確保するため、工業用地の候補地に関して市町

村等が行う地質調査や進入路などの整備に係る

費用の補助を行います。特に、令和６年度から

の３年間を適地確保対策に係る加速化計画期間

と定め、新たに工場用地の整備に必要な基本設

計や用地測量等の経費を補助対象に追加すると

ともに、これまで２分の１であった補助率を３

分の２に引き上げ、集中的かつ迅速に工業用地

確保を促すこととしています。 

佐藤産業人材政策課長 産業人材政策課につい

て御説明します。 

４５ページを御覧ください。 

組織ですが、産業人材対策班、若年人材対策

班及び職業能力開発班の３班で構成しており、

職員数は１５人です。 

４６ページを御覧ください。 

地方機関については、工科短期大学校並びに

大分、佐伯、日田の３高等技術専門校及び竹工

芸訓練センターの５機関で、職員数は７０人で

す。 

４９ページを御覧ください。 

 重点事項として、産業人材の確保に関する企

画調整や若年者の県内就職促進、外国人材の確

保・育成・定着に取り組んでいます。 

次に、予算の主なものについて御説明します。 

５２ページを御覧ください。 

事業名欄の下から２番目、中小企業採用力強

化事業費７６９万６千円です。この事業は、中

小企業の人材確保を推進するため、県内企業を

対象として特に獲得競争が激化している若年人

材の採用に向けて、若者の傾向を知ることや採

用戦略の見直し及びＳＮＳ等を活用した企業の

魅力を有効に発信するためのセミナーを開催す

るとともに、県の媒体等を活用した情報発信を

支援するものです。Ｚ世代と呼ばれる若者は、

長引く不況と急速なデジタル化の中で育ってお

り、それ以前の世代と価値観が異なっていると

言われます。企業は、このＺ世代を意識した採

用活動を行うことが求められ、本事業ではセミ

ナーや個別指導を通して企業が適切な採用戦略

を立案し、効果的な情報発信が行えるよう支援

します。 

松木雇用労働室長 雇用労働室について御説明

します。 

５４ページを御覧ください。 

組織ですが、労政福祉班、雇用推進班、労働

相談・啓発班の３班で構成しており、職員数は

１３人です。また、大分県労政・相談情報セン

ターを設置しており、労働相談の一元化により

専門的な相談内容に対応できる体制を整えてい

ます。 

５６ページを御覧ください。 

 重点事項として、働き方改革の推進や多様な

人材の活躍促進に取り組んでいます。 

次に、予算の主なものについて御説明します。 

５７ページを御覧ください。 

事業名欄の下から３番目、働き方改革推進・

支援事業費２，１５９万３千円です。この事業

は、多様な人材が意欲・能力を十分に発揮でき

る魅力ある職場づくりを推進するため、企業の

働き方改革を後押しするとともに、男性の育休

取得促進に取り組む中小企業を支援するもので

す。具体的には、大分県働き方改革アドバイザ

ー等を活用したセミナーや個別相談の開催に加

え、令和６年度は男性の育休取得促進に取り組

む中小企業に対し、育休取得者数に応じた助成

を行うこととしています。こうした取組を通じ

て、働き方改革や男性育休取得に対する企業意

識の醸成に努めます。 

相本観光政策課長 観光局関係分について御説

明します｡ 
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５９ページを御覧ください。 

組織ですが、観光局は観光政策課と観光誘致

促進室で構成しています。観光政策課は観光政

策班、観光産業振興班の２班に観光局長、公益

社団法人ツーリズムおおいたへの業務援助を合

わせ１３人となっています。観光誘致促進室に

ついては、国内誘致班と海外誘致班の２班で１

５人となっています。 

６０ページを御覧ください。 

観光政策課は、観光産業の振興、観光振興の

総合企画及び連絡調整に関することに加え、ツ

ーリズムおおいた、アドベンチャーツーリズム

などについて分掌しています。観光誘致促進室

は、観光客の誘致に関すること、国際観光の振

興に関することに加えグリーン・ツーリズムや

教育旅行の推進などを分掌しています。 

６１ページを御覧ください。 

重点事項としては、観光産業の経営力強化と

受入環境整備等の推進、コロナ禍からの本格復

活に向けた誘客の推進に取り組んでいます。 

次に、観光政策課の予算のうち主なものを御

説明します。 

６２ページを御覧ください｡ 

事業名欄の一番下、宿泊業経営力強化加速化

事業費４，０６８万円です。この事業は、宿泊

業者の経営力強化を一層進めるため、自動チェ

ックイン・チェックアウト、配膳・掃除ロボッ

トなど業務省力化機器の導入やユニバーサルツ

ーリズムへの対応、また人材確保に取り組む事

業者への支援に取り組むものです。具体的には、

国の地域における受入環境整備促進事業及び観

光地・観光産業における人材不足対策事業補助

金を活用し、業務省力化機器を導入する事業者

に対し、補助率を３分の２まで県が上乗せ支援

します。さらに賃上げ枠を設定し、補助率を４

分の３まで上乗せ支援します。また、人材確保

に取り組む事業者支援として従業員の待遇改善、

働き方改革や外国人材の活用等を促すセミナー

の開催及び海外大学からのインターンシップを

受け入れるための環境を整備します。 

６３ページを御覧ください。 

事業名欄の上から４番目、ツーリズム推進基

盤強化事業費９，５５５万円です。本事業は、

観光客受入れ強化のため観光統計の分析を行う

とともに、アドベンチャーツーリズムの推進や

着地型旅行商品の造成などに取り組むものです。 

具体的には、スマートフォンの位置情報や検索

履歴などのビッグデータを活用し、観光客の興

味関心や行動履歴、消費動向、さらには県民へ

の観光客受入れに対する意識調査を行い、その

分析結果を市町村や観光事業者等と共有するこ

とで戦略的な観光マーケティングにつなげます。 

また、アドベンチャーツーリズムの推進につい

ては昨年８月から募集を開始したアウトドアガ

イド認証制度への登録を引き続き推進し、安心

・安全にアウトドア活動を楽しめる環境づくり

に努めるとともに、動画作成による情報発信や

ガイドの確保、育成に取り組みます。さらに、

自然や歴史・文化などの地域資源をいかした体

験型観光コンテンツの創出を支援します。 

長谷部観光誘致促進室長 予算のうち、観光誘

致促進室関係について御説明します｡ 

６２ページの事業名欄の上から２番目、国内

誘客総合推進事業費１億７，４４８万２千円で

す。この事業は、国内観光客の誘致及び県内周

遊を促進するため、プロモーションの強化やリ

ピーター創出に取り組むほか、団体旅行の誘致

なども含め、総合的な誘客対策に取り組むもの

です。また、ＤＣ（デスティネーションキャン

ペーン）期間終了後のレガシーとして、おもて

なし宣言団体や本県ゆかりの著名人等による魅

力発信に取り組み、新たなおんせん県おおいた

ファンの創出とリピーターの確保を目指すほか、

ＪＲ九州や福岡県と連携して、オフろう、歩い

て楽しむ福岡・大分観光キャンペーンを９月末

まで展開するなど、ＤＣ効果を最大限に活用し

つつ、切れ目ない誘客に取り組みます。 

続いて、６３ページを御覧ください。 

事業名欄の上から３番目、インバウンド推進

事業費２億８，７９６万９千円です。この事業

は、本県観光産業の一層の成長に向けた東アジ

アのリピート層のさらなる取り込みに加え、欧

米豪の新たな観光客を獲得するために国・地域

ごとに設置した戦略パートナーと連携しながら、
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ターゲット市場のニーズに対応した誘客対策や

情報発信を行うものです。具体的には、台湾を

中心とした教育旅行のセールス強化や関西・大

阪万博等の大規模イベントを活用した戦略的な

誘客、増加傾向にある欧米豪対策、特に今年度

から戦略パートナーを置いているアメリカから

の誘客などに力を入れていきます。 

木付委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑、御意見など

はありませんか。 

末宗委員 資料の１２ページ。中小企業金融対

策費で６８５億円ほどあって、返済も始まって

いると思うんだけど、返済状況を含めてそこら

辺の報告をお願いしたい。 

 それと、次が３２ページのＤＸの関係でね、

ＤＸにはメリットとデメリットがあるんだけど、

デメリットは言わないんよね。僕なんか経営に

関与しているけど、今は見積書の実印がいらな

いんよ。そしたら、職員が何をしているのか訳

が分からんのよ。これは認められんなと思って

も書類は莫大にできていてね、あとは役所とけ

んかするか社員を辞めさせるかとか、そういう

問題が生じてるんよ。そういうデメリットに一

つも触れていない。そこら辺の対策を取りなが

ら進めていただきたいんだけどね。 

 それから、４３ページの企業立地。これは大

分市と玖珠町、豊後高田市もかな、今はどうい

う状況なのか。そして今後、県の方針としてど

うするのか。市町村の状況がどんな具合なんか

も含めて教えていただきたい。 

 次、６０ページの観光局観光政策課の９番、

土木建築部の所掌に係る事項を除くと書いてあ

るけどね、観光全体のことをせんで、金がかか

ることは土木建築部に任せるようだけど、それ

だったら観光局はもう廃止にしたがいいぞ、こ

の程度のことなら。わざわざ局長なんかつくら

んでいいぞ。ちょっとそこら辺を含めて教えて

ください。 

井上経営創造・金融課長 中小企業金融対策費

に係る返済状況についてです。 

 県では、コロナ禍においてゼロゼロ融資とし

て政府資金で資金繰り支援を行っていました。

これについては、返済負担を軽減するための借

換えを目的とした経営改善借換資金を昨年１月

に創設しています。ちなみに、昨年度１年間の

実績ですが、この借換資金については１，３４

２件、約２２９億円の融資実績を上げています。

これは、県制度資金全体の５６％を占めており、

半数以上で借換資金を御利用いただいているの

で、資金繰りを支援することができたのではな

いかと思っています。これにより、コロナ関連

資金の貸付残高は、令和３年度末時点で１，７

８５億円であったものが令和５年度末時点で１，

１３９億円となり、貸付残高がピーク時の６４

％にまで減少しているため、返済はある程度順

調に進んでいるのではないかと思います。 

末宗委員 焦げ付きはないの。 

井上経営創造・金融課長 コロナ関連の融資に

ついては、これまで累計で約２万件の承認件数

がありましたが、今おっしゃった焦げ付き――

代位弁済となったところが約１％あります。な

お、補足ですが現在、約定どおりに返済してい

るところと、今の借換えも含めて既に返済が終

わったところも含めると、約９割が順調に返済

している又は完済しています。 

大和ＤＸ推進課長 ＤＸのデメリットはいくつ

かあると言われています。 

 例えば、ツールの導入にも費用がかかるし、

ＤＸは組織としての仕事のやり方に大きな変化

をもたらすので、変化への対応に抵抗感が生じ

る場合もあるし、あとはデジタル化が進むとセ

キュリティリスクが高くなることもあると思い

ます。印鑑を押さずに全てが電子化していく部

分について、やはりデジタル化は進んだとして

も、そういった部分は企業の中でどのようにし

てきちんとやっていくのか、取り組んでいく必

要があると考えています。 

小野企業立地推進課長 大分市、玖珠町、豊後

高田市での工業用地の状況についてお尋ねがあ

りました。 

 大分市については、流通業務団地が９４区画

ありましたが、令和５年度で全区画が販売完了

になりました。あとは、インテリジェントタウ

ンで１区画が残っています。玖珠工業団地にお
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いては２０ヘクタール程度の広さを２区画に分

けていますが、このうち１区画１０ヘクタール

が残っています。豊後高田市の北部中核工業団

地は２区画が残るのみで、いずれもこの３市町

については少なくなっています。 

今後についてですが、県全体で今、整備済の

工業用地が２０ヘクタール程度になっています。

そういうことで、今年度から３か年で用地の整

備加速化事業を推進していきます。令和元年度

に、一般財団法人日本立地センターへ依頼した

企業アンケートにおいて、そのとき既に大分県

では５０ヘクタールほどの企業ニーズがあると

いう回答をいただいています。半導体の投資等

の状況は変わっているので、今現在では若干ニ

ーズが増加しているという予測の下、我々も早

急に確保が必要だと考えています。 

 次に、県全体としての市町村の状況について

ですが、実は令和５年度に全県で適地調査、ス

クリーニング調査をかけており、ここが適地だ

という調査結果を市町村に提示するとともに、

県と市で候補地となるエリアを協議中です。イ

ンターチェンジへのアクセスであったり、一団

のまとまった平坦地であったり、災害危険区域

外であるなど、そういったところを一つの目安

としています。連休明けの５月上旬には市町村

会議を開き、そこをキックオフとして個別協議

に入っていきたいと思います。 

渡辺審議監兼観光局長 観光案内の標識につい

てお答えします。 

 土木建築部にお金のかかることをお願いして

いるわけではありません。標識には、道路の附

属物として土木道路管理者で設置している分と、

市町村とか民間が道路占用として設置している

分、そして観光や地域振興の目的で設置してい

る分とあって、ここに書いてあるのは、観光や

地域振興の目的で過去に設置されたものを観光

局で所管して担当する部分のことです。 

 観光局は、この標識の管理だけではなく地域

経済の活性化のために様々な業務を行っていま

す。少しでも地域のためになる仕事をしている

ので、観光局長はいらないと言われないように

しっかり頑張りたいと思うので、御指導よろし

くお願いします。 

末宗委員 ちょっと２点だけ。 

観光局からいこう。土木建築部で議論したら、

費用対効果で予算が上がらんときがある。例え

ば、中津市の羅漢寺とか青の洞門、院内町の石

橋とかをつなぐために、国道５００号とかをあ

とちょっと改良すればよくなるのに、土木建築

部の中で費用対効果が悪いといっていつも予算

を切る。そういうのを対応するために観光局が

できたんだろうと思うけど、標識やら何やらと

言うなら観光局は組織を改編して観光係にすれ

ばいいと思う。その程度だと思うよ。だから、

そこらの観光全般をあたってほしいです。 

 それとＤＸ、悪いところは検討するというけ

ど改善はされない。いつまでも永久に検討する

けど、改善しきらんで進んでいくのが現実だか

ら今言ったけど。ずっと検討のままで終わるの

かだけ聞きたいけどね。 

大和ＤＸ推進課長 こちらとしても、ＤＸを進

める上では委員がおっしゃったようにデメリッ

トというか、そういった部分もあると伝えなが

ら進めていくことが必要かと思っています。 

今吉副委員長 ３４ページの宇宙港（スペース

ポート）の実現へ向けた取組について、令和２

年に水平型宇宙港の取組を開始したでしょう。

それが今、頓挫しているよね。次はどういう宇

宙港なのか、具体的な案がそろそろ出てくるん

ですかね。県内でも宇宙港に絡む企業等をいろ

いろ育てることをやるんでしょうが具体的な方

針が見えない。現実として、もう水平型は終わ

っているんでしょう。 

加来先端技術挑戦課長 通常の飛行機と同じよ

うに、打ち上げのときは滑走して離陸し、着陸

時にもパラシュートで海上に落ちる形ではなく

滑走路に降りるのが水平型宇宙港の着陸になり

ます。この前までヴァージン・オービット社で

取り組んでいたのは水平型の発射の方ですね。

ロケットを積んで上空まで上がったところで切

り離して、そのままロケットが宇宙に上がって

いくということでしたが、残念ながら経営破綻

したので、その計画はもうありません。 

 今やっているのはシエラ・スペース社の関係
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ですが、宇宙で活動した後に降りてくる空港が

大分空港ということで取組を進めています。後

ほど諸般の報告で御説明しますが、シエラ・ス

ペース社の機体の開発自体は完成しており、Ｎ

ＡＳＡの試験機関で試験を受けています。今年

度中に打ち上げて帰ってくることになっていま

すが、それはアメリカの国内で行われます。ま

た、ＮＡＳＡとの間で既に最低７回の宇宙ステ

ーションへの輸送ミッションを結んでおり、そ

れが終われば通常の商業行為としての発進と着

陸が始まると思います。 

 ですから、具体的にいつとは言えませんが、

機体の開発自体は終了していて、あとは今年中

に打ち上げが行われて帰還してくると。ＮＡＳ

Ａとの間の契約が終わった後に、いよいよ大分

県に降りてくるのかなという話です。 

今吉副委員長 国内で宇宙港がいくつかあって、

やはりほとんどが打ち上げメインじゃないです

か。着陸だけで、そういう産業がうまく育つの

かと。帰ってくるだけでしょう。 

加来先端技術挑戦課長 これから、宇宙空間に

おけるいろんなプロダクト――無重力の研究室

の中などで、製品開発が行われることが盛んに

なると言われています。大体、薬であったりバ

イオの関係の実験は宇宙で行われることが適し

ていると言われており、宇宙で実験した成果物

が降りてきて、それを実験した会社が降りてき

た空港の周りでまた分析、解析をすると。今の

ところ、そういったことが行われるだろうと言

われています。 

 バイオとか創薬に限らず、大分県には裾野が

広い産業が多くあるので、宇宙で何を実験した

り開発したりするのか、いろんな企業がそれに

ついて取組を進めているので、そういった意味

でも対象はもっと広がっていくと考えています。 

今吉副委員長 今、高山専務理事とも協働して

取り組んでますよね。そういう方との打合せは

ちゃんとしているのでしょうか。 

加来先端技術挑戦課長 一般社団法人おおいた

スペースフューチャーセンター（ＯＳＦＣ）の

高山専務理事ですね。あちらは大分県内で民間

のみで宇宙港とか宇宙関係の取組を進めており、

当然私どもも情報は出しているし、あちらでは

どんなことをしているのかも伺っています。 

 ＯＳＦＣ自体も月に１度、宇宙関係の講演と

かをしていますが、それにも当課の職員は行く

ようにしているし、高山専務理事自身も定期的

に当課にいろんな状況の説明等に来てくださる

し、そこで私たちも県の取組を説明しています。 

元吉委員 観光局長にちょっとお願いです。 

 農林水産部の問題ですが、この前るるパーク

へ久しぶりに行きました。開園した当初に２回

ぐらい行きましたが、そのときはだだっ広く、

奥の方は全然整備できていない状況でした。そ

れが、指定管理者の能力もあるのでしょうが、

すごくよくなっていた。これで無料だったら相

当人が来るだろうなと思う施設になっているし、

アクセス的にも県の施設で一番いいと思うんで

すよね。 

 ただ、農業文化公園というインターの名前は

変えられないと思いますが、速見あるいは宇佐

インターを過ぎたぐらいに看板というか、るる

パークが分かる標示をぜひ農林水産部と話して

作ってもらいたいなと思いました。視察に行っ

たときにもそんな話をしましたが、せっかくあ

れだけの施設があって、みんなが知ったら相当

来るんじゃないかと思うので、是非それを部局

横断で協議してもらいたいと思います。せめて

２００円でも３００円でも駐車場代ぐらい取っ

て収入源にすると、また整備もできると思うの

で、是非お願いします。 

渡辺審議監兼観光局長 確かに非常にいい公園

で、インターからもすぐなのでアクセスもいい

と思います。私どもの情報発信不足もあると思

うので、Ｗｅｂ等でしっかり発信もしながら、

案内標識については農林水産部とＮＥＸＣＯが

管理していると思うので、そちらに相談してど

ういう方法があるのか検討したいと思います。 

吉村（哲）委員 ６１ページ、大枠でお伺いで

きればと思いますが、大阪・関西万博がちょう

ど１年後に迫っているかと思います。その万博

との関連というか、万博の客をどう呼び込むの

か。観光局長、考えがあればお願いします。 

渡辺審議監兼観光局長 いよいよ万博まで１年
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を切って、入場チケットの販売はちょっと苦戦

しているという情報も伺っています。まずは万

博の事務局と連携して、例えばインバウンドが

かなり期待されていますが、前売りチケットは

どこの国でどれぐらい売れているのかとか、そ

ういう情報を仕入れながらしっかり対策を講じ

ていきたいと思います。具体的には、九州観光

機構と一緒になって枠の中でやる分と、瀬戸内

の各県と連携しながら対策を講じていく分があ

ります。それから、万博会場に九州各県共同で

ブースを出すことも検討していて、そのほかに

も万博のサイトに旅行商品を載せることができ

るので順次、準備ができ次第そちらのサイトに

も載せながら九州や大分県への誘客を図りたい

と思います。 

 万博会場のすぐそばにフェリーさんふらわあ

の乗り場があり、大阪から乗れば別府市や大分

市に着くので、商船三井さんふらわあとも連携

してそういったこともチャンスに捉えながらし

っかり取り組んでいきます。 

吉村（尚）委員 次のページ、デスティネーシ

ョンキャンペーンの件ですが、もう始まってい

てインバウンドも含めて国内の誘客も進んでい

るだろうと思うし、観光地もにぎわって宿泊者

数も増えている状況もあります。実は一昨日、

昨日と東京に行き、羽田空港、東京駅、渋谷駅、

池袋駅等で降りたわけですが、ポスターを１枚

も目にしなかったんですね。いろんな形で発信

しているものと承知していますが、意外と目に

付く駅で見ることができなかったので、その辺

はどうなっているのかなと。どちらかというと、

北陸へ行こうみたいな、福井へみたいなポスタ

ーを目にしましたが、この辺の状況はどうなっ

ているかちょっと気になったので。 

渡辺審議監兼観光局長 福岡・大分デスティネ

ーションキャンペーについて、実はＪＲグルー

プの重点宣伝地域に指定されたのが３月の１か

月間で、３月は今よりもしっかりＰＲできてい

たと思います。おっしゃるように、４月は北陸

になっていると思うので、そういう形かと思い

ます。全国の駅でそういう情報発信ができると

いうキャンペーンですが、今おっしゃった駅は

ポスターを貼る場所が余りなくて、デジタルサ

イネージに変わっているので、もしかすると切

り替わる中で広告が出てくる駅もあるかもしれ

ません。ただ、ＪＲ東日本の広告は非常に値段

が高く、予算の関係で少しＰＲが薄くなってい

るところもあると聞いています。ＪＲ九州と相

談しながら全国にＰＲする形になり、そういっ

たことも大事ですが、今はスマートフォンで情

報が得られる時代なので、少しでも情報が届く

ようにしっかり頑張っていきます。 

木付委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

木付委員長 委員外議員の方は、質疑等ありま

せんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

木付委員長 ほかに質疑もないので、これをも

って令和６年度の行政組織及び重点事業等を終

わります。 

  次に、執行部より報告をしたい旨の申出があ

ったのでこれを許します。まず、①と②の報告

をお願いします。 

小野企業立地推進課長 ６５ページを御覧くだ

さい。企業誘致の状況について御報告します。 

左上の二重枠で囲んだ部分を中心に御説明し

ます。一つ目は、誘致実績についてです。令和

５年度は６０件の立地があり、新規雇用者数は

６１３名、投資額は８２４億円となっています。 

新規雇用者は昨年度から少し減少しましたが、

設備投資額は平成１９年度以来、過去最大とな

りました。 

二つ目は、業種別の状況です。自動車関連の

輸送用機械が１４件と最も多くなっています。

これは、経済安全保障意識の高まりを背景とし

たサプライチェーンの国内回帰の動きなどを本

県にも呼び込めたものと考えます。次に、ＩＴ

関連の情報通信が１３件、その次に半導体関連

の電機・電子が９件と続いています。 

三つ目は、市町村別の状況です。バランス良

く立地があった大分市が１７件と最も多くなっ

ており、次に自動車関連企業の新規進出のあっ

た宇佐市が９件、サテライトオフィスへの進出

等のあった国東市がそれぞれ８件と続いていま
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す。 

用地の確保をはじめ、広域交通ネットワークの

構築や産業人材の育成等、必要な環境整備につ

いて全庁を挙げて進め、引き続き市町村と連携

した上でスピード感を持って企業誘致に取り組

みます。 

松木雇用労働室長 ６６ページを御覧ください。 

男性の育児休業取得率について、令和５年６月

に県が実施した大分県労働福祉等実態調査によ

る結果が出たので御報告します。 

今回の結果では、前年の１３．８％から１４．

１ポイント上昇し、２７．９％と過去最高とな

り、おおいた働き方改革共同宣言における令和

７年までに３０％以上という目標に近づきまし

た。これまで国や労使団体と連携し、セミナー

や個別相談会、優良企業表彰などにより男性育

休を含めた働き方改革について周知啓発に取り

組んできました。こうした取組により、職場に

おける男性育休への理解が進んできたものと考

えます。 

今後とも、子育て満足度日本一を目指し、男

女ともに気兼ねなく育休が取得できる職場意識

の醸成や、仕事と育児の両立ができる環境整備

等、男性の育休取得促進を含む働き方改革の推

進にしっかりと取り組んでいきます。 

木付委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑、御意見など

はありませんか。 

今吉副委員長 男性の育休取得ですが、これは

労働福祉等実態調査で５人以上の県内事業所か

ら抽出した結果ですが、県職員は入っていたん

でしょうか。 

木付委員長 答弁できますか。今すぐ出なけれ

ば、後からまたお願いします。 

ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

木付委員長 委員外議員の方は、質疑等ありま

せんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

木付委員長 ほかに質疑もないので、次に③と

④の報告をお願いします。 

金子工業振興課長 ６７ページを御覧ください。 

ダイハツ工業の不正事案への対応について御報

告します。 

御承知のとおり、昨年１２月２０日に全車種

が出荷停止となり、以降１月９日からは国土交

通省による基準適合性の確認試験が始まり、そ

の結果が順次公表されています。ダイハツ九州

の関係では右側に記載のとおり、大分工場で生

産されてきた１２車種のうち１１車種の基準適

合が公表され、それら車種の出荷停止指示が解

除されています。そのうち、現在タフトを除く

１０車種の生産が再開されており、タフトにお

いても５月６日から生産が再開することとなっ

ています。 

こうした動きの中、県としてはダイハツ九州

と取引のある事業者の事業継続等に向けた支援

のため、引き続き経営・金融相談窓口を開設し

ています。また、ダイハツ九州と直接・間接の

取引のない事業者にまで融資対象を広げている

県制度資金の経営環境変動対応融資についても

６月３０日まで継続することとしており、資金

繰り対策に万全を期しています。 

 今後とも、生産・出荷ベースの持ち直しの状

況や出荷停止が続いている１車種の動向などを

注視しながら、事業者に寄り添った対応をとっ

ていきたいと考えています。 

加来先端技術挑戦課長 ６８ページを御覧くだ

さい。宇宙港について御報告します。 

本県は、アジア初の水平型宇宙港の実現に向

け２０２２年２月に大分県、アメリカのシエラ

・スペース社、大手商社の兼松との３者で大分

空港の宇宙往還機Ｄｒｅａｍ Ｃｈａｓｅｒの

アジア拠点としての活用検討に関するパートナ

ーシップを締結し、さらに２０２２年１２月に

は日本航空も参画しています。また、２０２３

年９月には三菱ＵＦＪ銀行、兼松、東京海上日

動火災保険がシエラ・スペース社に出資すると

とともに、シエラ・スペース社とアジア太平洋

地域における戦略的パートナーシップ契約を締

結しています。 

そのような中、このプロジェクトの要となる

宇宙往還機Ｄｒｅａｍ Ｃｈａｓｅｒの開発状

況ですが、シエラ・スペース社はＮＡＳＡとの
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契約でＤｒｅａｍ Ｃｈａｓｅｒを使用し、国

際宇宙ステーションに食料や水、実験資材等を

補給するミッションを最低７回実施することに

なっています。打ち上げが予定されている初号

機は既に開発が終わり、現在はアメリカのオハ

イオ州にあるＮＡＳＡの施設において宇宙環境

試験を実施しています。全ての試験に合格した

後、年内にもこの契約に基づき初めての打ち上

げと着陸が米国で計画されています。 

木付委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑、御意見など

はありませんか。 

吉村（尚）委員 ダイハツについて、３月議会

でも一般質問しましたが、県の素早い対応には

感謝しています。ただ、人気車種のムーヴキャ

ンバスの出荷がまだ再開されていないことと、

生産と出荷、販売が以前のような形で結び付い

てくるのかもまだ不安定な部分があると思うん

ですね。従業員も以前のような働き方にはまだ

戻っていない状況もあります。少しずつ前に進

み出したのは確かで、融資等も拡充していただ

きましたが、まだ十分ではないことも踏まえて、

今後も一緒に見守っていただければと思うので、

よろしくお願いします。 

木付委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

木付委員長 委員外議員の方は、質疑等ありま

せんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

木付委員長 ほかに質疑もないので、次に⑤と

⑥の報告をお願いします。 

相本観光政策課長 ６９ページを御覧ください。

第５期ツーリズム戦略の改定について御説明し

ます。 

 今年は、長期総合計画のアクションプランで

あり、おんせん県おおいた観光振興条例に定め

る観光振興基本計画の位置付けでもある日本一

のおんせん県おおいたツーリズム戦略の改定の

年度にあたります。今年度で現行の第４期戦略

が終了するため、現在、次期戦略の改定に向け

て検討を進めています。 

資料中段の改定案についてです。右側の主な

検討課題を御覧ください。これまでの観光客の

動向や受入れ環境等、観光を取り巻く現状を深

掘りして分析した上で、コロナ後の旅行需要変

化や為替変動、国内及び世界の潮流なども念頭

に置きながら、観光関係者との議論を深めます。 

その下の改定に向けた主な取組です。これま

でも戦略推進に御協力いただいている委員の皆

様との議論を５回ほど予定しています。また、

観光は経済的に関連する産業の裾野が広いこと

から、市町村や観光協会はもとより飲食店や農

林水産事業者など幅広く声を戦略に反映させる

べく、地域独自の声も聴かせていただくため振

興局単位での意見交換会を複数回実施するとと

もに、随時のアンケートやパブリックコメント

も予定しています。各界各層から幅広く様々な

御意見をいただきながら、令和７年度から令和

９年度のおんせん県おおいたツーリズム戦略を、

県民の皆様とともに作り上げていきたいと考え

ています。 

常任委員会においてもその都度、進捗状況を

御報告します。委員の皆様からも様々な御意見

を賜るよう、よろしくお願いします。 

長谷部観光誘致促進室長 ７０ページをお開き

ください。福岡・大分デスティネーションキャ

ンペーンのオープニング等について御報告しま

す。 

今回のキャンペーンは、福岡と大分の共催と

いうこともあり、大分駅前広場と博多駅前広場

で今月６日から７日にかけてオープニングイベ

ントを開催しました。大分駅のオープニングイ

ベントでは、団体臨時列車２６４名のお客様を

学生、ＮＰＯ法人自立支援センターおおいたの

皆さんをはじめ観光事業者、県内企業や１８市

町村の職員など２９０名の県民で旗を振ってお

出迎えしました。お客様の中には、お出迎えに

感動された方も多く、大分県の強みであるおも

てなしの心を発信できたと思います。博多駅で

も団体臨時列車１８５名のお客様をお迎えし、

セレモニーやステージイベントを実施しました。

セレモニーでは、鏡開きやトークセッションを

行うとともに、イベントでは県内４市がステー

ジで観光ＰＲを行い、６店舗がとり天、たこ飯、
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かぼすを使ったお酒などを販売しました。 

キャンペーン期間中の今後の取組については、

大分駅前の巨大バルーンこけし花子に代表され

るアートイベントＯＩＴＡ ＣＵＬＴＵＲＡＬ

ＥＸＰＯ！’２４や、県内の見どころを効率的

に周遊できる、満喫ぐるっと大分バスの旅のＰ

Ｒを進めます。また、各地域においてもキャン

ペーン向けの特別イベントがスタートしていま

す。中津市、玖珠町で毎年開催しているやばは

くは、キャンペーンに合わせて期間を延長し、

日田市が東峰村、添田町と連携するＢＲＴ沿線

酒蔵巡りは早速賑わいを見せています。また、

宇佐市でも６月に安心院葡萄酒工房見学とフル

コースが楽しめるバスツアーを実施します。ま

た、ＪＲ九州との連携では４月２６日に運行を

開始し、大分の魅力が十分に盛り込まれた新し

い観光特急列車かんぱち・いちろく号のＰＲ、

誘客を後押しします。さらに、デスティネーシ

ョンキャンペーンの効果を最大化するため、４

月から９月末までの半年間、乗り降り自由とな

るフリー切符の発売等を行う、オフろう！歩い

て楽しむ福岡・大分観光キャンペーンを福岡県、

ＪＲ九州とともに実施します。 

このような取組を通じて、キャンペーンにお

ける目標値１２０億円の経済波及効果を目指し

ます。 

木付委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑、御意見など

はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

木付委員長 委員外議員の方は、質疑等ありま

せんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

木付委員長 ほかに質疑もないので、次に⑦の

報告をお願いします。 

井上経営創造・金融課長 別冊の資料を御覧く

ださい。補助金不正受給事案について御説明し

ます。 

まず、１会社概要ですが、株式会社隼斗は臼

杵市の企業で平成２９年８月の設立となってい

ますが、令和５年８月２５日に破産手続が開始

されています。設立当初の事業概要としては、

インターネットサービスの企画、開発及び運用

となっており、子ども難病ナビ――世界中の医

療情報、病院・医師情報、医療論文、医療文献

の中から最も必要な情報・資料を提供するサー

ビスの開発を行うというものでした。  

次の、２不正受給事案に係る最近の動きです

が、その下の被害届提出済みの不正受給事案に

記載しているとおり、これまで県から同社に対

して直接支出した補助金は２件です。１件目は、

令和元年度大分発ニュービジネス発掘・育成事

業費補助金で、前年度の大分県ビジネスプラン

グランプリで優秀賞を受賞した、子ども難病ナ

ビソフトの開発費用に対し、令和２年２月に補

助金５００万円を支出しています。２件目も、

同じく令和元年度のおおいたＩｏＴプロジェク

ト推進事業費補助金で、令和２年３月に補助金

１千万円を支出しています。しかし、令和５年

８月に同社の破産手続が開始され、１１月の債

権者集会で破産管財人から同社の事業実態がな

いとの説明を聞き、関係者へのヒアリング等を

経て、資料右側の四角の枠囲みに記載している

とおり、それぞれの補助金について交付決定取

消及び返還命令の発出、令和６年１月１９日に

県警に被害届を提出したものです。その結果、

直近の動きとして４月９日に同社の取締役が大

分発ニュービジネス発掘・育成事業費補助金に

係る有印私文書偽造・同行使及び詐欺の容疑で

警察に逮捕されました。 

最後に、３株式会社隼斗に対する県費支出の

状況ですが、同社に対して県費を支出した事案

がほかにないか全庁的に調査したところ、県か

ら直接支出した事案はさきほど御説明した二つ

の補助金のみでしたが、一方で、県から公益財

団法人大分県産業創造機構を経由して間接的に

支出された事案が１件ありました。具体的には、

令和元年度おおいたスタートアップ支援事業費

補助金で、起業家の創出や育成を目的として大

分県産業創造機構が実施した事業に対して、県

から補助金を交付するものです。大分県産業創

造機構は、この補助金の一部を活用し、起業家

に対してコンサルによる伴走支援に加えて成長

資金を交付する成長志向起業家育成支援事業を



- 14 - 

行っており、令和元年度に株式会社隼斗が採択

され、人材育成のための成長資金として令和２

年３月、同社に１５０万円が支払われていまし

た。本事案に対する県の対応についてですが、

本事案についても同社が不正受給を行っていた

ことが確認されたので、県としては補助事業者

である大分県産業創造機構に対し、補助金交付

決定の一部取消及び返還請求を行うこととして

います。 

今後とも、県として引き続き捜査に全面的に

協力し、必要な対応を行います。 

木付委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑、御意見など

はありませんか。 

末宗委員 大体どういう会社だったの。この会

社の実態はどうだったの。融資するときに調べ

ているだろうから。 

井上経営創造・金融課長 当然、申請等の段階

で財務関係の諸表も取っていたとは思いますが、

破産管財人の話では実態はなかったということ

なので、その財務諸表も本物と言いますか適切

なものだったのかはちょっと分かりません。 

末宗委員 最初から実態がなかったんか、そこ

に融資したわけか。 

井上経営創造・金融課長 融資と言いますか補

助金の支出ですが、破産管財人から最初から投

資なり補助金を詐欺でだまし取る目的でやって

いたという話を聞いて、そこから調査を始めた

ところです。 

末宗委員 そのときに県の担当者もおったし、

実態もないで補助金を出すことがあり得るんや

ね。東京とかならそんなことはあるかも知らん

けど、この田舎で臼杵市だから。実態がないの

を把握せんで補助するのは信じられんのやけど。

そんなもんか、県は。 

井上経営創造・金融課長 おっしゃるとおり、

公金を使った県の補助事業でこのような事態に

至ったことは、県民の皆様にも大変申し訳なく

思っています。当時、補助金を支出するにあた

っては、補助金の交付規則とか要綱に従って一

つ一つ手続を適正に踏んでいたのですが、結果

としてこういうことになってしまい、本当に申

し訳なく思っています。 

 今後、再発防止を徹底するとともに、引き続

き一つ一つ要綱、規則に沿って適切に執行して

いきたいと思っています。 

末宗委員 いや、踏んでいなかったからこうい

うことが起きたんよ。踏んでいたら起きはしな

い、こんなことは。 

加来先端技術挑戦課長 会社のビジネス実態は

ありませんでしたが、会社自体は一応登記もさ

れていました。おおいたＩｏＴプロジェクト推

進事業費補助金は当課の補助金ですが、実際に

事務所まで行って、その事務所で製品自体の画

面等を確認してそれで支払っているので、ビジ

ネスとしてはなかったけど会社もあるし、そこ

には社長のほか対応した者が勤務している実態

は確認しています。 

木付委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

木付委員長 委員外議員の方は、質疑等ありま

せんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

木付委員長 ほかに質疑もないので、以上で諸

般の報告を終わります。 

予定されていた案件は終わりましたが、この

際ほかに何かありませんか。 

松木雇用労働室長 さきほどの男性の育児休業

取得率に係る大分県労働福祉等実態調査ですが、

こちらは民間企業を対象としており、公務職場

は含まれていません。ただ、参考までに県庁の

令和４年度の育休取得率ですが、定義が異なる

ので育児参加休暇なども含みますが７６．３％

になっています。 

井上経営創造・金融課長 さきほど末宗委員か

ら御質疑いただいた金融対策費で、これまでコ

ロナ関連で融資したところの返済状況はどうか

という点で答えた分に、若干足りない部分があ

ったので補足説明します。 

 さきほど申したように、令和５年度末でコロ

ナ関連の融資は約２万件ありました。このうち、

３月末までに元金の返済期日が到来していると

ころが約９３．６％、１万９千件余りです。そ

のうち、約定どおり返済しているところと借換
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えも含めて完済したところを合わせると、約９

割が順調に返済又は完済した状況です。さきほ

ど焦げ付きの話がありましたが、順調に返せず

に条件変更を行ったところが２．６％、信用保

証協会が企業に代わって代位弁済したところが

約１．２％という状況です。なお、残りの６．

４％、１，３００件余りは３月末時点では返済

期日が到来しておらず、４月１日以降に返済期

日が到来するところです。さきほどは不正確な

表現で大変失礼しました。 

末宗委員 熊本県のＴＳＭＣ、あそこで時給２

千円前後と言いよるんよね。大分県で最低賃金

が９００何ぼとか千円とか言ってるんだけど、

外国人も人材派遣も含めてすごく差が激しい。

商工観光労働部の方針は大体どのくらいを念頭

に考えているのかね。高くなって悪いことはな

いからね。ただ、今、人材は大分県に残らんわ

けだ。商工観光労働部はどういう方針でやって

いきよるのかなと思ってね。 

利光商工観光労働部長 最低賃金をはじめ、平

均賃金についてはやはり労使がしっかりと議論

して決めていくものです。今、正に春闘で様々

な議論がされているので、我々もそちらをしっ

かりと注視していますが、県からいくらが適切、

妥当と申す立場にはないと考えています。一方

で、県内にしっかり残っていただいて、県内の

産業を支えていただくためには、やはり人材確

保が不可欠だと考えています。さきほどの男性

の育児休業の取得も含めて働き方改革――働く

意欲、能力のある方が様々な事情も踏まえた上

でしっかりと働く環境の整備をしていくことが

大切なことだと考えています。 

 そういった観点で、例えば、人材を確保する

ための訓練ということで、工科短期大学校をは

じめとして様々な人材育成の取組をやっている

し、職業訓練校であったり、学校だけがそうい

った人材育成をする場ではありません。今、様

々な企業会と連携し、企業が学校に参画する形

で、企業、産業のニーズに沿った人材育成も新

たに始めています。そういった人材育成等を含

めて、さきほど申した労働環境の整備も柱とし

て、しっかり取組を進めていきます。 

末宗委員 部長、ちょっと気になったのは、県

の方針としては注視していく中で進めていくと

言うんだけど、県は補助金とか融資制度とかい

ろんな形で産業に絡んでいる、いろんな分野で

ね。注視しながらじゃなくて、県の方針が当然

そこには出てくるはずなんよ。そこら辺を含め

て注視してもらいたいんだけどね。 

利光商工観光労働部長 今、委員がおっしゃる

とおり、我々としても検討するだけではなくて、

具体的なアクションとして取り組むべきだと考

えているし、今できることは少しずつ進めてい

ます。 

 例えば、昨年度ですが、県の生産性向上に資

する様々な取組において、賃上枠ということで、

賃上げに踏み出す企業に対して補助率であった

り、補助上限を高くしたりという補助金での優

遇措置を始めました。好調に活用いただいてい

たことから、昨年度は３事業であったのを今年

度は商工観光労働部の事業だけではなく、農林

水産部であったり他部署の補助金も含めて１０

事業に拡大しました。どうしても中小企業では、

特に賃上げが非常に厳しい環境にあるという声

を聞いているので、そうした中でも賃上げに踏

み出す企業に対して後押しの施策を講じていま

す。他方、まだ物価高が続く中で、そうした取

組だけでは十分ではないので、引き続き県とし

てできることをしっかり考えながら、一つ一つ

形にしていきたいと考えています。 

今吉副委員長 ちょっと不正の話があったので、

旅割と言いましたか、そういう制度は今年度も

ありますか。 

長谷部観光誘致促進室長 昨年度に行った旅割

のような制度について、今年度は今のところ予

定はありません。 

木付委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

木付委員長 ほかにないので、これをもって商

工観光労働部関係を終わります。 

  執行部はお疲れ様でした。 

 ここで、暫時休憩します。 

午後３時３７分休憩 

―――――――――― 
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午後３時４５分再開 

木付委員長 休憩前に引き続き、委員会を開き

ます。 

これより、企業局関係の説明に入りますが、

本日は初めての委員会でもあるので、まず私か

ら御挨拶を申し上げます。 

  〔委員長挨拶〕 

木付委員長 それでは、委員の皆さんの自己紹

介をお願いします。 

  〔委員自己紹介〕 

木付委員長 また、本日は委員外議員として小

川議員、佐藤議員に出席いただいています。 

次に、事務局職員を紹介します。 

 議事課の飛鷹君です。（起立挨拶） 

 政策調査課の稲垣君です。（起立挨拶） 

 続いて、執行部の自己紹介をお願いします。 

  〔企業局長挨拶〕 

  〔幹部職員自己紹介〕 

木付委員長 それでは、令和６年度行政組織及

び重点事業等について、執行部の説明を求めま

す。 

高野企業局長 私から、企業局の概要について

御説明しますが、その前に１点、４月１７日に

発生した地震に関して、企業局に関する施設や

設備に被害はありませんでしたので、その旨御

報告します。 

それでは、タブレット資料の２ページを御覧

ください。 

企業局は、左側１（１）に記載のとおり、大

分県が経営する地方公営企業で、県の一般会計

とは別に特別会計を設けており、電気事業と工

業用水道事業を実施しています。（２）は地方

公営企業の基本原則を記載しています。地方公

営企業は、利用者が支払う料金によってその経

費が賄われているところに特徴があり、地方公

営企業法に定められた企業の経済性の発揮と公

共の福祉の増進を経営の基本原則として運営し

ています。 

次に、右側の２企業局事業概要について御説

明します。まず、(１）電気事業の概要です。

昭和２７年に大野川発電所の運転を開始し、現

在では１２の水力発電所と一つの太陽光発電所

で発電しており、九州電力株式会社へ売電して

います。その下の青枠で示しているとおり、発

電に加え芹川ダム等の多目的ダムにおける洪水

調節などの治水業務や別府市への上水道原水の

供給、五つの土地改良区への農業用水の供給な

ど関係者と連携し、洪水の防止、住民生活の安

定、地域農業の振興に寄与しています。次の３

ページには、ダムや発電所の位置を示している

ので御参照願います。 

次に、２ページにお戻りください。 

右側の（２）工業用水道事業の概要です。工

業用水道事業は二つの浄水場で浄水した工業用

水を３系統の送水ルートにより、日本製鉄など

の企業群に供給しています。契約水量は、４６

事業所で１日当たり５６万３，３８０立方メー

トルと給水能力の９９．９％となっています。

水道料金は実使用量にかかわらず、契約水量の

全量を買い取っていただく責任水量制を採用し

ています。その下の青枠で囲んでいるとおり、

３系統の送水ルートのメリットは、災害や事故

の際に１系統が機能不全に陥っても他のルート

から給水が可能であること、平時でも企業への

給水を継続したまま点検、補修等が可能となる

ことです。 

４ページを御覧ください。 

工業用水道布設概要図になります。事業の大

きな流れとしては、図の左側の一番下、国道１

０号白滝橋上流の白滝取水口から大野川を流れ

る水を取水し、すぐ左上の判田浄水場や、その

右上の大津留浄水場で浄水します。その工業用

水を、左から判田系、大津留系、志村系の３系

統の送水ルートによりコンビナート企業群など

に供給しています。また、緑の判田系ルートの

中ほどに大分市横尾浄水場と記載がありますが、

このルートで大分市に上水道の原水を供給して

います。 

次に、５ページを御覧ください。 

３企業局経営戦略について御説明します。左

上のこれまでの取組として、平成１７年２月の

企業局事業のあり方検討委員会での提言を受け、

平成１８年度に計画期間を４年間とする中期経

営計画を策定しました。策定後は、外部委員で
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構成する経営評価委員会により、専門的な見地

から評価をいただいています。平成２６年度の

第３期中期経営計画策定を経て、右上にあると

おり長期的な展望に立って施設の老朽化を踏ま

えた事業を推進していく必要があるため、その

下の欄の大分県企業局経営戦略を策定しました。

計画期間は、平成３０年度から令和９年度まで

の１０年間としています。経営理念は、一番下

の欄に記載のとおり大分の豊かな水を活かし、

地域を支えるとし、計画期間をＲｏａｄ ｔｏ   

Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ～進化のための１０年間

～と位置付け、今後５０年間の安定経営のため

に必要な事業を推進しています。 

６ページを御覧ください。 

経営理念実現のための三つの柱として、効率

的・効果的な経営の実現、安定的なサービスの

提供、地域社会への貢献、県民福祉の向上を掲

げ、この柱に基づき事業を実施しています。 

私からの説明は以上ですが、引き続き担当課

長から組織や令和６年度当初予算、主要事業に

ついて御説明します。 

三好総務課長 引き続き、企業局の組織と予算

について御説明します。 

７ページを御覧ください。 

（１）企業局の組織図ですが、県庁舎新館４

階にある本局の総務課及び工務課と、大分市下

判田にある電気・工業用水道事業を一元的に管

理する総合管理センターで組織しています。右

側の（２）所属別の職員数の合計は１１１名で、

その内訳は記載のとおりです。 

次に、８ページを御覧ください。 

令和６年度の大分県電気事業会計当初予算に

ついて御説明します。左側上段、電気事業の収

益的収入及び支出ですが、一番下の欄に記載し

ている収入から支出を差し引いた収支差額（Ｂ）

―（Ａ）は２億３，３２０万４千円、欄外にあ

る税抜きの純利益は１，２９０万５千円を見込

んでいます。その下の表、②資本的収入及び支

出を御覧ください。表の中ほどに記載の収支差

額（Ｄ）―（Ｃ）はマイナス１５億６，７８３

万７千円となる見込みですが、これは芹川第一

発電所などのリニューアル事業によるものです。

その下の欄の損益勘定留保資金等によって補填

することとしています。 

続いて右側上段、工業用水道事業会計当初予

算ですが、収益的収入及び支出における収支差

額（Ｂ）―（Ａ）は２億１，８６１万５千円、

欄外にある純利益は１，０６３万５千円を見込

んでいます。また、下の表②資本的収入及び支

出について、表の中ほどに記載している収支差

額（Ｄ）―（Ｃ）はマイナス２７億８，１８９

万３千円となる見込みですが、これは大津留浄

水場特高受変電設備更新工事等によるものです。

電気事業会計と同様に、損益勘定留保資金等の

各財源で補填することとしています。 

津末工務課長 続いて、企業局における令和６

年度の主要事業について御説明します。 

９ページを御覧ください。 

まず、電気事業です。左側上段①発電所リニ

ューアルの推進において、芹川第一・第二発電

所はそれぞれ令和１１年度、令和１０年度の完

成を目指し、水圧管路更新工事などを行います。

桑原発電所については詳細設計等を行い、更新

工事に向けた準備を進めます。なお、芹川第一

・第二発電所については、リニューアル後は固

定価格買取制度（ＦＩＴ）による売電を予定し

ています。 

次に、右側上段②自然災害対策の計画的な実

施では、別府発電所大分川取水口を遠隔監視化

することにより、出水時に安全な運用ができる

ようにします。また、芹川第二発電所逆調整池

ダムは耐震補強工事を行い、施設の耐震化を進

めます。芹川第三発電所関係施設については、

既存の発電所関係設備が現在の耐震基準を有し

ているかを調査します。 

次の、③先端技術の活用による業務の効率化

・高度化では、別府発電所に機器の状態監視等

を行う保守支援装置やネットワークカメラを設

置し、発電所のスマート保安化に取り組みます。 

次に、④その他、施設の適切な修繕・改良等

の実施です。企業局の水力発電施設は、大分市

内から遠隔で一括制御されていますが、発電所

を制御する機器が老朽化した事から今回更新を

行います。また、電気を送るための送電鉄塔に
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ついても芹川第一・第二発電所のリニューアル

にあわせて更新を行います。 

一番下の⑤地域貢献・県政貢献では、今年度

も芸術文化基金への繰出し５千万円を予定して

います。 

続いて、１０ページを御覧ください。 

工業用水道事業の主要事業です。まず、①浄

水場の老朽化対策、老朽化管路の更新では、大

津留・判田の両浄水場は給水開始から５０年以

上が経過し、老朽化が進んでいることから、令

和５年度に引き続き、その対策方法の検討・調

査等を行います。そのほか、配水管屋山支線に

おいて工業用水管の腐食を防止するための電気

防食装置新設工事や、埋設管路の補修工事を行

います。 

次に右側上段、②自然災害対策の計画的な実

施では、大野川水系の河川の洪水による浸水想

定区域内である判田取水場において、浸水対策

工事のための詳細設計を行います。また、③そ

の他、施設の適切な修繕・改良工事等の実施で

は、老朽化の進んだ大津留浄水場特高受変電設

備、大津留浄水場配水ポンプ盤及び判田汚泥処

理棟脱水機等の更新を行い、工業用水の給水に

万全を期します。同時に、老朽化の進んだ判田

特高変電所の高圧盤や判田取水場の揚水ポンプ

高圧盤の更新に係る詳細設計を行います。 

木付委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑、御意見など

はありませんか。 

末宗委員 利益についてだけど、実質これは１

千万円だね、両方とも。前は合わせて５、６億

円もうけていた気がするんよ。何が原因なのか、

ずっとこういう見通しなのかも含めてちょっと

教えてもらいたいんだけど。 

三好総務課長 資料の８ページです。今の御指

摘が、例えば電気事業の収支差額の下の純利益

のところで１，２９０万５千円ということで、

これについては、その上にある収支差額が２億

３，３２０万４千円ですが、こちらが消費税込

みの額で計算したものになります。その下の純

利益ですが、これは税抜きの金額で計算してい

て、この…… 

末宗委員 前は消費税を抜いても５、６億円は

楽にもうけよった。 

津末工務課長 さきほどの御質疑ですが、まず

電気事業については、８ページの（１）、①収

益的収入及び支出で左側の欄の４番目、特別損

失を御覧ください。現在、リニューアル事業を

行っていて、電気事業については既存の芹川第

一・第二発電所の設備を撤去したときに大きな

額の除却損等が出てくるので、それが収益が低

くなっている主な要因になっています。大きな

撤去事業等が終わったら、また少し回復すると

考えています。 

 それから、工業用水道事業ですが、特に収支

に大きな影響を与えているのが支出欄の項目の

１営業費用の中にある動力費です。企業局の工

業用水道事業では、大量の電気を使ってポンプ

を回し、ユーザーに水を送っていますが、その

電気代が近年少し上がっていて、そちらを予算

に反映しているのでかなり厳しくなっていると。

この動力費、電気代の高い状況が続くようであ

れば、今後いろいろと検討しないといけないな

と考えています。 

末宗委員 電気事業は一時的だけど、今後の工

業用水道事業は分からないということね。さき

ほど、芹川発電所はＦＩＴと言いよったろ。（

「はい」と言う者あり）大野川発電所はＦＩＴ

でうんともうかりよるはずなんよね。芹川でそ

れがまたもうかって、俺は利益が何十億ぐらい

出るんじゃないかと、そんな気がするけど。芹

川で終わりかい、あとまだするのかい。 

津末工務課長 現在、ＦＩＴでリニューアルを

行うのは芹川第一、第二発電所までですが、次

の桑原発電所については出力が千キロワット未

満でありＦＩＴの適用がありません。これには、

ＦＩＰといって市場の価格に連動してそれにプ

レミアムを付ける形のものがあるので、その取

得を目指してリニューアルを行いたいと考えて

います。 

 それから、大野川発電所でＦＩＴを申請した

ときには国もスタートしたばかりだったので、

キロワットアワー当たり２４円とかなり高い単

価で設定いただきましたが、我々国民が全体的



- 19 - 

に広く賦課金を負担する以上、なるべく抑えて

いこうという国の政策もあって、ＦＩＴでも徐

々に単価が下がっています。 

末宗委員 いくらに下がっているの。 

津末工務課長 芹川第一発電所は、キロワット

アワー当たり２０円です。芹川第二発電所は全

体的な更新ではなくて部分的な更新なので、キ

ロワットアワー当たり１２円という単価の認定

をいただいています。 

木付委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

木付委員長 委員外議員の方は、質疑等ありま

せんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

木付委員長 ほかに質疑もないので、これをも

って令和６年度の行政組織及び重点事業等を終

わります。 

予定されていた案件は終わりましたが、この

際ほかに何かありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

木付委員長 ほかにないので、これをもって企

業局関係を終わります。 

  執行部はお疲れ様でした。 

 

〔企業局退出、労働委員会事務局入室〕 

 

木付委員長 これより、労働委員会関係の説明

に入りますが、本日は初めての委員会でもある

ので、まず私から御挨拶を申し上げます。 

  〔委員長挨拶〕 

木付委員長 それでは、委員の皆さんの自己紹

介をお願いします。 

  〔委員自己紹介〕 

木付委員長 また、本日は委員外議員として小

川議員、佐藤議員に出席いただいています。 

次に、事務局職員を紹介します。 

 議事課の飛鷹君です。（起立挨拶） 

 政策調査課の稲垣君です。（起立挨拶） 

 続いて、執行部の自己紹介をお願いします。 

  〔労働委員会事務局長挨拶〕 

  〔幹部職員自己紹介〕 

木付委員長 それでは、令和６年度行政組織及

び重点事業等について、執行部の説明を求めま

す。 

一丸労働委員会事務局長 それでは、労働委員

会の概要について御説明します。 

タブレット資料の２ページを御覧ください。 

左上に１組織とありますが、全体の概要につ

いては資料６ページの大分県労働委員会の概要

により説明します。なお、お手元に資料６ペー

ジのＡ３版をお配りしているので、タブレット

で見づらい場合はそちらを御参照ください。 

まず、左上の１労働委員会とはにあるように、

労働委員会は労働者の団結権の擁護及び労働関

係の公正な調整を図るため設置された独立行政

委員会です。いわゆる公労使――公益委員、労

働者委員及び使用者委員の三者からなる合議体

となっています。その機能権限は、労働基本権

の保護と労使関係の安定を図るため、迅速かつ

的確に不当労働行為の審査を行うとともに、合

理的・弾力的な方法で労使紛争の調整にあたる

ことです。具体的には、次の業務にあるように、 

①不当労働行為事件の審査、②労働争議の調整

など五つの業務を行っています。 

次に、右側の２組織体制についてです。労働

委員会は、公労使の委員各５名の計１５名とな

っており、会長は公益委員の中から互選により

選出されます。また、その右にあるように、事

務局については調整審査課調整審査班の１課１

班体制となっており、職員数は事務局長以下８

名に非常勤職員２名を合わせた計１０名です。 

なお、その下の四角囲みの中に定例総会とあり

ますが、これは委員全員で定期的に開催する会

議であり、不当労働行為事件や労働争議の処理

状況などについて報告や協議を行うものです。 

また、公益委員会議については公益委員のみで

構成される会議であり、不当労働行為事件や労 

働組合の資格審査等の審議を行うものです。 

次に、中段にある３主な４業務についてです

が、まず一番左の（１）不当労働行為事件の審

査についてです。不当労働行為とは、労働組合

法で禁止されている、使用者が労働組合又は労

働者に対して行う正当な理由のない団体交渉の

拒否等①から④に掲げる行為です。審査の流れ
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としては、労働者側から労働委員会に救済申立

てが行われた場合に、労働委員会において調査、

審査、命令・決定が行われます。なお、令和５

年の取扱いはありませんでした。 

次に、（２）労働争議の調整についてです。 

これは、労働組合等と使用者の間で労働条件や

労使関係に関する紛争が発生し、自主的解決が

困難な場合にあっせんや調停、仲裁により調整

を行い、いわゆるストライキなど争議行為の回

避、終結を図るものです。なお、令和５年の取

扱件数は繰越しが１件、新規が３件の計４件で

あり、うち３件はあっせんにより解決で終結、

１件は取下げで終結しています。 

次に、（３）個別労働関係紛争のあっせんに

ついてです。これは、労働関係に関する事項に

係る個々の労働者と事業主等との間の紛争につ

いて、あっせんを行い解決を図るものです。な

お、令和５年の取扱件数は新規が１件であり、 

解決で終結しています。 

最後に、（４）労働相談についてです。これ

は、労働委員会という公的機関の特性をいかし、

労働委員会事務局の職員等が、不当労働行為事 

件やあっせん等の前段階で相談対応しているも

のです。なお、令和５年の相談件数は合計２８

１件となっており、その主な相談内容はパワハ

ラや退職勧奨などに関するものです。 

最後に、令和６年度当初予算について御説明

します。恐れ入りますが、タブレット資料の５

ページ、３令和６年度当初予算を御覧ください。 

表の左から２列目予算額欄にあるように、委

員会費が１，４２１万７千円、事務局費が７，

６８４万８千円で合計９，１０６万５千円とな

っています。上の段の委員会費については、委

員１５人の報酬のほか、あっせんなど労働争議

の調整や定例総会への出席旅費など委員会の運

営に要する経費です。下段の事務局費について

は、事務局職員の人件費及び事務局運営費です。 

木付委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑、御意見など

はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

木付委員長 委員外議員の方は、質疑等ありま

せんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

木付委員長 ほかに質疑もないので、これをも

って令和６年度の行政組織及び重点事業等を終

わります。 

予定されていた案件は終わりましたが、この

際ほかに何かありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

木付委員長 ほかにないので、これをもって労

働委員会関係を終わります。 

  執行部はお疲れ様でした。 

 

〔労働委員会事務局、委員外議員退室〕 

 

木付委員長 これより内部協議に入ります。 

 それでは、県外所管事務調査の日程について

協議します。 

事務局は、説明をお願いします。 

  〔事務局説明〕 

木付委員長 説明は以上ですが、日程や調査地

について御意見はありませんか。 

  〔協議〕 

木付委員長 それでは、県外所管事務調査につ

いては宮城県で７月９日から２泊３日の日程で

実施したいと思います。 

ただいま協議した内容に沿って事務局に行程

案を作成させ、第２回定例会の委員会内部協議

で行程を決定したいと思います。なお、詳細に

ついては委員長に御一任願います。 

 以上で、本日の協議事項は全て終了しました。 

この際、ほかに何かありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

木付委員長 別にないので、これをもって商工

観光労働企業委員会を終わります。 

  お疲れ様でした。 


